
 

 

堺市都市計画の提案に係る規模を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第１５条ただし書

の規定に基づき、計画提案に係る規模を定める。 

（計画提案に係る規模） 

第２条 前条の規模は、都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第２項

第３号に規定する都市機能誘導区域（別表に定める区域を除く。次項において同じ。）

における次に掲げる都市計画の計画提案に限り、０．２ヘクタールとする。 

 (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の８に規定する地区整備計画を

定める同法第１２条の４第１項第１号に規定する地区計画（同法第１２条の５第８項

前段に該当するものを除く。） 

(2) 次のア及びイに掲げる都市計画の計画提案が併せて行われ、当該計画提案に係るア

に掲げる都市計画の区域及びイに掲げる都市計画の施行区域が同一の区域である場合

における当該ア及びイに掲げる都市計画 

ア 都市計画法第８条第１項第３号に規定する高度利用地区 

イ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２条第１号に規定する第１種市街地

再開発事業 

(3) 第１号又は前号に掲げる都市計画と併せて計画提案が行われる都市計画（第１号の

地区計画又は前号イの第１種市街地再開発事業の目的を達成するために必要なものに

限る。以下この号において「他の都市計画」という。）で、当該他の都市計画の区域

の全部が第１号に掲げる都市計画の区域又は前号に掲げる都市計画の区域及び施行区

域内にあるもの 

２ 前項第１号又は第２号に掲げる都市計画の計画提案に係る土地の区域が都市機能誘導

区域の内外にわたる場合は、当該区域の過半が都市機能誘導区域内にあるときに限り、

当該区域は、全て都市機能誘導区域内にあるものとみなして、同項の規定を適用する。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



別表（第２条関係） 

都市機能誘導区域（都心）のうち、市道大道筋の中心線と市道大道筋の西側に接続す

る市道三宝北庄線の中心線を延長した線との交会点を起点とし、順次同線及び市道三

宝北庄線の中心線、市道大道筋の西側端線から２５メートル外側の平行線及び同線を

延長した線、都市計画道路築港天美線の中心線、市道大道筋の東側端線から２５メー

トル外側の平行線（以下「東側端線の平行線」という。）を延長した線及び東側端線

の平行線、市道大道筋の東側に接続する市道三宝向陽線の中心線及び同線を延長した

線並びに市道大道筋の中心線を経て起点に至る線で囲まれた区域 

 


